
平
成
十
九
年
八
月
八
日
提
出

質

問

第

一

七

号

年
金
記
録
漏
れ
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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年
金
記
録
漏
れ
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

宙
に
浮
い
た
年
金
記
録
・
消
え
た
年
金
記
録
の
実
態
と
原
因
は
ま
だ
不
透
明
な
点
が
多
い
。
つ
い
て
は
年
金
記
録
に
お
い
て

以
下
の
点
を
検
証
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

一

今
ま
で
に
第
三
者
委
員
会
で
記
録
訂
正
が
決
ま
っ
た
二
十
数
件
に
つ
い
て
な
ぜ
記
録
が
正
し
く
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
ぞ

れ
の
ケ
ー
ス
の
原
因
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
そ
れ
ら
の
原
因
が
現
時
点
で
不
明
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ケ
ー
ス
の
原
因
を
年
金
記
録
問
題

検
証
委
員
会
で
調
査
・
検
証
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

な
ぜ
な
ら
年
金
記
録
が
違
っ
て
い
た
原
因
が
究
明
で
き
な
い
限
り
、
的
確
な
対
策
も
立
て
ら
れ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。

二

基
礎
年
金
制
度
が
導
入
さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
か
ら
基
礎
年
金
番
号
の
統
合
が
始
ま
っ
た
平
成
九
年
ま
で
長
い
期
間
が

あ
っ
た
。
な
ぜ
基
礎
年
金
制
度
を
導
入
し
て
か
ら
基
礎
年
金
番
号
に
統
合
を
開
始
す
る
ま
で
に
こ
れ
だ
け
長
い
期
間
か
か
っ

た
の
か
。

三

基
礎
年
金
番
号
導
入
後
、
速
や
か
に
基
礎
年
金
番
号
に
統
合
を
開
始
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
未
統
合
の
年
金
記
録
問

一



題
は
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

四

な
ぜ
、
平
成
九
年
か
ら
の
基
礎
年
金
番
号
へ
の
統
合
に
際
し
て
、
五
十
六
歳
以
上
の
者
を
照
会
対
象
か
ら
除
い
た
の
か
。

五

安
倍
総
理
は
今
年
二
月
、
民
主
党
議
員
に
よ
る
予
備
的
調
査
で
基
礎
年
金
番
号
に
未
統
合
の
五
〇
〇
〇
万
件
の
年
金
記
録

の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
際
、
社
会
保
険
庁
に
そ
の
五
〇
〇
〇
万
件
の
記
録
の
精
査
を
指
示
し
た
と
の
こ
と
だ
が
、
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
精
査
の
指
示
が
あ
っ
た
の
か
。

ま
た
も
し
精
査
の
具
体
的
な
内
容
の
指
示
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
社
会
保
険
庁
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
精
査

を
今
進
め
て
い
る
の
か
。
精
査
し
て
い
る
項
目
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

さ
ら
に
次
の
項
目
が
精
査
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
回
答
願
い
た
い
。

（
�
）

五
〇
〇
〇
万
件
の
年
金
記
録
保
険
料
の
総
額

（
�
）

五
〇
〇
〇
万
件
の
年
金
記
録
保
険
料
の
給
付
額

（
�
）

五
〇
〇
〇
万
件
の
年
金
記
録
の
人
数

（
�
）

五
〇
〇
〇
万
件
の
年
金
記
録
の
人
数
中
、
死
亡
さ
れ
た
方
の
人
数

（
�
）

五
〇
〇
〇
万
件
の
年
金
記
録
の
人
数
中
二
十
五
年
未
満
の
受
給
資
格
の
な
い
も
の

二



六

安
倍
総
理
は
一
年
以
内
に
照
合
を
完
了
す
る
と
述
べ
た
。
一
年
以
内
と
は
い
つ
か
ら
の
一
年
以
内
か
。
そ
の
期
限
は
い
つ

か
。

七

五
〇
〇
〇
万
件
の
中
に
は
名
前
や
生
年
月
日
、
性
別
が
不
正
確
あ
る
い
は
入
力
さ
れ
て
い
な
い
記
録
も
あ
る
可
能
性
が
あ

る
が
、
五
〇
〇
〇
万
件
す
べ
て
の
照
合
は
可
能
な
の
か
。

あ
る
い
は
五
〇
〇
〇
万
件
の
中
に
は
照
合
が
不
可
能
な
記
録
も
存
在
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
な
い
の
か
。

八

七
に
関
連
し
て
五
〇
〇
〇
万
件
の
照
合
作
業
は
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
か
否
か
。
す
で
に
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
何
月
何
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
か
。

ど
の
よ
う
な
作
業
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
の
か
。

九

七
月
五
日
に
安
倍
総
理
が
照
合
作
業
を
前
倒
し
で
き
る
と
述
べ
た
が
、
当
初
い
つ
ま
で
の
予
定
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
予
定

が
い
つ
ま
で
に
前
倒
し
と
な
っ
た
の
か
。
前
倒
し
前
の
終
了
予
定
日
と
前
倒
し
後
の
終
了
予
定
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
、
年
金
記
録
確
認
中
央
第
三
者
委
員
会
の
委
員
会
そ
の
も
の
や
議
事
録
、
配
布
資
料
は
な
ぜ

公
開
し
な
い
の
か
。

社
会
保
険
審
査
会
は
個
人
の
審
査
請
求
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
開
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ

三



一
方
は
非
公
開
で
、
一
方
は
公
開
な
の
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

社
会
保
険
庁
職
員
が
年
金
保
険
料
や
年
金
受
給
金
を
着
服
・
不
正
受
給
し
た
総
額
は
、
何
件
で
、
い
く
ら
と
把
握
し
て

い
る
か
。
ま
た
社
会
保
険
料
や
社
会
保
険
給
付
金
、
障
害
基
礎
年
金
の
着
服
・
不
正
受
給
し
た
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら

か
。
毎
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
八
月
三
日
付
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
五
〜
二
〇
〇
六
年
に
「
少
な
く
と
も
二
十
四
件
」
総

額
で
「
一
億
三
千
二
百
九
十
一
万
円
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
報
道
は
、
事
実
に
相
違
な
い
か
。

十
二

こ
の
報
道
に
対
し
て
柳
澤
伯
夫
厚
生
労
働
大
臣
は
「
全
く
報
告
を
受
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
最
悪
だ
」
と
「
責
任
を
追
及

す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
�
）

こ
の
よ
う
な
着
服
の
実
態
を
社
会
保
険
庁
が
把
握
し
た
の
は
い
つ
か
。

（
�
）

新
聞
報
道
ま
で
社
会
保
険
庁
は
こ
の
実
態
を
把
握
し
て
い
て
、
柳
澤
大
臣
に
報
告
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も

把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
。

（
�
）

懲
戒
処
分
し
て
い
れ
ば
把
握
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
大
臣
が
報
告
を
受
け
て
い
な
い
と
答
え
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
。

四



（
�
）

平
成
十
一
年
二
月
五
日
、
当
時
の
宮
下
創
平
厚
生
大
臣
が
九
件
の
社
会
保
険
庁
職
員
に
よ
る
着
服
等
の
事
案
を
公

表
以
後
、
同
種
事
案
は
原
則
公
表
と
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
認
識
は
い
か
が
か
。

（
�
）

懲
戒
処
分
を
す
る
の
は
社
会
保
険
庁
長
官
（
地
方
事
務
官
時
代
の
平
成
十
四
年
ま
で
は
厚
生
労
働
大
臣
）
で
よ
い

か
。

（
�
）

処
分
権
者
の
社
会
保
険
庁
自
身
は
処
分
件
数
、
内
容
を
把
握
し
て
い
て
当
然
で
あ
る
が
、
民
主
党
議
員
の
資
料
請

求
に
も
応
じ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
「
消
え
た
年
金
」
問
題
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書

（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
四
四
八
号
）
十
三
の
回
答
で
は
「
当
時
の
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
把
握
で
き
て
い
な

い
」
と
し
て
、
件
数
も
答
え
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

（
�
）

柳
澤
大
臣
は
「
責
任
を
追
及
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
退
職
者
に
対
し
て
は
ど
の
よ
う
に
責
任
を
追
及
す
る
の

か
。
「
責
任
を
追
及
す
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
の
事
例
を
指
し
、
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


